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競業取引・利益相反取引における会社側の承認 

Company’s Approval for Competetive Transaction  
and Conflicting Transaction 

石 山 卓 磨 

一 はじめに 

取締役は、会社業務の決定や執行に密接に関与するため、当該会社の内部情報やノ

ウハウあるいは顧客情報等を入手しやすい立場にある。その取締役が、会社と競争す

る取引を、自らあるいは他の会社の取締役として、第三者あるいは当該会社と行う場

合には、本来当該会社のために利用されるべき情報等が、取締役の行う競争的な事業

のために使われるおそれがある。このような取締役が会社の利益を犠牲にして自己ま

たは第三者の利益を図ろうとする危険性のある状況は、一般に利益相反あるいは利益

衝突の状況とよばれている。そこで会社法は、このような事態を回避する策として、

取締役に会社に対する忠実義務を課し、さらに競業避止義務および利益相反取引規制

を設けている。すなわち、取締役は、取締役としての地位を悪用し、会社の犠牲にお

いて自己または第三者の利益を図ってはならない（忠実義務、会355条）。また、（１）

取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとす

るとき（競業取引、会356条１項１号）、（２）取締役が自己または第三者のために株

式会社と取引をしようとするとき（直接取引・自己取引、同２号）、そして、（３）株

式会社が、取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会

社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには（間接取引・利益相

反取引（（１）（２）あわせて利益相反取引と総称する場合もある。）、同３号）、当該

取締役は、「株主総会」において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を

受けなければならない。この場合、会社が取締役会設置会社の場合には、「株主総会」

の承認は「取締役会」の承認となり（会365条１項）、この取引をした取締役は、当該

取引後、遅滞なく、当該取引に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならな

い（同２項）。 

ところで、一口に株式会社と取締役の利益が相反する状況といっても、実際には

様々な場面があり、場合によっては利益が相反しない場合もある。そのような場合に

は、株主総会ないし取締役会の承認（＝会社の承認）は不要である。そこで、本稿で
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は、取締役会設置会社に関し、いくつかの場合に分けて取締役会の承認の要否につい

て検討してみようと思う。 

なお、本稿は授業用の資料に供する予定なので、主たるテーマである「会社側の承

認の要否」に先だって、競業取引・利益相反取引規制の全体について概観することと

したい。 

二 会社法356条の概要 

１ 善管注意義務と忠実義務 

会社法356条が取締役の善管注意義務に立脚するものか、忠実義務に立脚するもの

かに関する解釈の対立は、取締役の善管注意義務と忠実義務の相違に関する解釈の対

立に対応している。まず取締役は、会社に対して「善良なる管理者の注意」をもって

職務を執行すべき義務を負う（善管注意義務）。これは、会社と取締役とは委任に関

する規定に従うことから（会330条）、民法644条により、取締役に課される義務であ

り、通常人の能力を基準にして、行為者の属する職業や社会的地位に応じて、一般的

に要求される程度の注意を払って職務を遂行すべき義務となる。一方、会社法355条

は、取締役は、「株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」と規定し

ている（忠実義務）ため、両者の関係については、同質説と異質説に分かれている。 

同質説は、忠実義務とは、善管注意義務を具体的・注意的に規定したものであって、

両者は内容において異なるものではないと解する（注１）。最高裁昭和45年６月24日判

決民集24巻６号625頁も、「商法254条ノ２（＝会355条）は、…民法644条に定める善

管〔注意〕義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであって、…通常の委任

関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものとは解することができな

い」としている。これに対し、異質説は、善管注意義務は取締役が職務を執行するに

あたって尽くすべき注意の程度に関するものであるのに対し、忠実義務は取締役はそ

の地位を利用して会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ってはならな

い義務をいうのであって、善管注意義務とは異質な義務であると解する。そして、こ

の規定は、昭和25年の商法改正で英米法から導入されたものであるから、わが国にお

いても継受法解釈の原則に則り解釈されなければならないと解する（注２）。英米法に

おける忠実義務（duty of loyalty）は信任関係（fiduciary relationship）にある当事

者間において受託者が委託者に対して負う義務であり、会社と取締役の関係に適合す

る義務と思われる。異質説によれば、会社法356条１項が規定する競業避止義務や利

益相反取引規制は、忠実義務の具体的発現規定となる。 
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２ 会社法356条１項 

（１）競業避止義務規定 

１）会社法356条１項所定の「会社の営業の部類に属する取引」 

これは会社の営業の目的たる事業を基準にして、それより広くこの事業において

取り扱うものと同種または類似の商品や役務を対象にする取引であって、会社と競

争関係が生ずるおそれのあるもの、換言すれば、顧客が競合するおそれのあるもの

をいう。定款所定の会社の目的たる事業の内、会社が実際に行っている事業、およ

び、会社がすでに準備に着手していたり、あるいは、一時的に休止している事業を

いう。 

２）競業違反の効果 

取締役が競業避止義務に違反して競業取引をなしても、相手方が違反事実を知っ

ているか否かを問わず、当該取引の効果は有効である。無効とすれば、規制の対象

外である相手方の利益を害するからである。もっとも、会社は、取締役の具体的法

令違反という任務懈怠に基づく義務違反を理由に、当該取締役に対し損害賠償を請

求することができる（会423条１項）。この義務違反は、株主総会による取締役解任

の正当事由となり（会339条１項）、少数株主による取締役解任の訴え事由となる

（会854条１項１号）。会社法356条１項１号に違反してなした取引により取締役・執

行役または第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定される（会423

条２項）。 

（２）利益相反取引規制 

１）直接取引 

会社法356条１項２号は、自己取引のすべてに関して取締役会の承認を要してい

るわけではない。会社との間で利害の衝突を生ずるものに限られるのであって、会

社に不利益を及ぼすおそれのない取引は除外される。したがって、電力供給・運

送・保険・預金契約などのように普通取引約款による定型的取引や、取締役が会社

に対して無償贈与（大判昭和13・９・28民集17巻1912頁）・債務の履行（大判９・

２・20民録26輯188頁）あるいは相殺（大判昭和５・２・22新報213号14頁）をなす

場合、また、株式の引受・現物出資（福岡高判昭和30・10・12高民集８巻７号535

頁）、会社財産の競落（東京高判昭和31・３・５高民集９巻２号76頁）などについ

ては、取締役会の承認は不要である。 

ある取引が、会社との間に利害の衝突をもたらすものか否かについては、従来の

判例は、当該行為の一般的・抽象的性質に従って判定していたが、近時は、当該行

為を個別・具体的に検討し、実質的な考察をなす判例も現れている。 

まず当該行為の一般的・抽象的性質により判断し、そこで承認が必要と判断され
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ても、実質的・具体的に見て会社に不利益の及ぶおそれのない場合には、取引の有

効を主張する者がその旨を立証すれば本条の適用はなく、逆に形式上は会社に不利

益を与えなくても、実質的にみれば会社に不利益が及ぶ場合には、取引の無効を主

張する者がその旨、すなわち当該取引に関しては取締役会の承認が必要であること、

および、承認がないことに関する相手方の悪意を立証する責任を負うとする解釈も

ある（注３）。 

２）間接取引 

会社法356条１項３号は、株式会社が取締役の債務を保証すること、その他、取

締役以外の者との間において、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をし

ようとするには、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を求めなければな

らないとしている。 

これは、Ａ社の代表取締役Ｂが個人的にＣから借金をしたとして、Ａ社がＣとの

間でこの借金に関し保証契約を締結した場合、この保証契約の当事者でないＢが代

表取締役たる地位を利用して、会社の利益を犠牲にし、会社名義の保証契約を締結

して自己の個人的利益をはかろうとすることを懸念しての法規制である。利益相反

取引に含まれるものとしては、普通保証、連帯保証、共同保証、手形保証、併存的

債務引受、免責的債務引受、抵当権設定、質権設定、譲渡担保権設定などがある。 

会社が取締役の配偶者や未成年者の子と取引する場合も、本条１項３号の間接取

引と解すべきかに関しては、規制範囲の明確性の観点から否定する立場と、配偶者

や未成年の子は経済的に一体となっている場合が多いことから間接取引に含める立

場に分かれている（注４）。 

三 取締役会の承認 

１ 取締役を兼任している場合 

（１）Ａ社の代表取締役ＹがＢ社の代表取締役を兼任する場合 

１）ＹがＢ社の代表取締役として、Ａ社の事業の部類に属する取引を第三者Ｃと行

う場合には、ＹがＡ社の代表取締役として知った情報をＢ社の当該取引に利用して

Ａ社の利益を害するおそれがあるため、Ａ社の取締役会の承認が必要である。同様

に、ＹがＡ社を代表してＢ社の事業の部類に属する取引を第三者Ｄと行う場合には、

Ｂ社の取締役会の承認が必要である。 

２）Ｂ社におけるＹ以外の代表取締役であるＺが、Ａ社の事業の部類に属する取引

を第三者Ｃと行う場合には、ＹはＢ社の当該競業取引とは直接的に関係がないため、

Ａ社の取締役会の承認は不要である。ただし、ＹがＢ社の社長あるいは会長として
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Ｂ社を統括する地位にあるときや、Ｚがわら人形的立場にあって、実質的にはＹが

Ｂ社を代表して当該競業取引をなすものと同一視されるような場合には、ＹがＡ社

を害するおそれがあるためＡ社の取締役会の承認が必要である。 

両社間の直接取引において、Ｂ社の代表取締役のＹが当該取引に関してはＢ社を

代理・代表しない場合には、いずれの会社の取締役会の承認も不要である（通説）。 

（２）Ａ社の平取締役ＹがＢ社の代表取締役を兼任する場合 

Ａ社がＢ社の事業の部類に属する取引を第三者Ｃと行う場合には、ＹはＡ社の平

取締役にすぎないので、特段の事情がない限り、Ｂ社の利益を害することはなく、

Ｂ社の取締役会の承認は不要である。しかし、Ａ社がこの競業取引を相当期間継続

して行うことにより、この取引に関する一定程度のノウハウや取引先情報等が蓄積

されるとＹはこれを流用して、Ａ社の利益を犠牲にし、Ｂ社の利益をはかる行為に

出るかもしれない。したがって、Ａ社がＢ社と競業する取引を第三者Ｃと継続して

行う見込みが生じた場合には、ＹがＢ社の代表取締役として第三者Ｄと当該取引を

なすことにつきＡ社の承認が必要である（注５）。 

Ｂ社に複数の代表取締役がおり、社長・専務等により業務分担が定められている

場合で、ある商品の製造販売業を行うＡ社の平取締役Ｙが、同種の商品の製造販売

業と不動産業を行うＢ社の代表取締役専務として不動産業の取引業のみを担当する

場合には、Ａ社との間に個人的な利益相反関係はないので、この取引に関するＡ社

の取締役会の承認は不要である。ただし、ＹがＢ社における商品の製造販売業を実

際に行っている支配人Ｚを指揮監督している場合には、Ａ社の取締役会の承認が必

要である。Ｚを道具としてＹが商品の製造販売業も行っていると解されるからであ

る。 

あるいはＹにおける当該商品の製造販売に関する契約自体はＢ社の代表者として

Ｚが締結していても、ＹがＢ社のためにこの契約の締結交渉を主導的に行っていて、

Ｚと共同して当該取引をなしているとみられる場合には、Ａ社の取締役会の承認が

必要である。 

Ａ社とＢ社の間に競業関係がなく、Ｂ社の完全子会社であるＣ社がＡ社の事業の

部類に属する取引を第三者Ｄと行う場合、Ｂ社とＣ社とは実質的に一体化している

が、Ｙの行為はただちには競業規制に服すべきものとはならない。Ｃ社の当該競業

取引につきＣ社を代理・代表する者がＡ社とは関係のないＺであって、Ｙがこの取

引に直接的に一切関与していない場合には、ＹがＣ社の社長として全般を統括すべ

き地位にあるなどの特段の事情がある場合は別として、Ａ社の取締役会の承認は不

要である。 
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（３）ＹがＡ社の平取締役とその完全子会社Ｂ社の代表取締役を兼任する場合 

親会社Ａ社と完全子会社Ｂ社が同種の事業を行っている場合、Ａ社の平取締役Ｙ

がＢ社の代表取締役としてＡ社の事業の部類に属する取引を第三者Ｃとなすときは、

その経済的効果は実質的にＡ社に帰属するので、多数説は、この取引には競業取引

規制は及ばず、どちらの会社の承認も不要と解している（大阪地判昭和58年５月11

日判タ502号189頁）。しかし完全子会社といえども、倒産した場合には、その財産

は第一に子会社の債権者の担保財産となるし、当該取引により完全子会社に利益が

生じたとしても、親会社にそれ以上の損害が生ずる場合もありえる。子会社として

も、親会社とは別個の法人格を有しており、子会社の債権者を保護する必要もある。

したがって、Ｙが100％子会社の代表取締役として第三者Ｃと競業取引をなすとき

も、原則として親会社Ａ社の承認が必要と解される（注６）。 

２ 取締役が他の会社の株式を保有する場合の競業取引 

（１）Ａ社の取締役ＹがＢ社の株式の全部を保有する場合 

Ａ社とＢ社の間において競業取引がなされる場合で、Ａ社の取締役であるＹがＢ

社の代表取締役としてこの取引にあたる場合には、Ａ社の取締役会の承認が必要で

ある。しかし、そうでない場合には、形式的には、会社法356条１項１号所定の競

業取引には該当せず、この承認は不要のようにも思われる。しかしＢ社の全株を保

有するＹとＢ社とは経済的には一体であるから、Ｂ社のなす競業取引は、Ｙが第三

者（＝Ｂ社）の名において自己（＝Ｙ）の計算で競業取引をなすものと解されるた

め、Ａ社の取締役会の承認が必要と解される。このことは、Ｙが配偶者や近親者の

持株と合わせて実質的にＢ社の全株を保有しているときも同様と解されている（注７）。 

なお、ＹがＡ社の全株式を保有する個人株主の場合、ＹとＡ社の間に利害相反関

係はないので、Ａ社がＹに貸付をなすような直接取引の場合、Ａ社の取締役会の承

認は不要である（最判昭和45・８・20民集24巻９号1305頁）。 

（２）Ａ社の取締役ＹがＢ社の株式の一部を保有している場合 

ＹがＢ社の株式の全部ではなく過半数を保有する場合でも、ＹはＢ社を支配して

いるので、たとえＹ以外のＺがＢ社を代表して第三者Ｃと競業取引をなす場合で

あっても、Ａ社とＢ社の利害が衝突する可能性がある。したがって、この場合にも

Ａ社の承認が必要と解する説（実質説）と、競業取引規制（取締役会の承認・報告

（会356条１項１号・365条）、損害額の推定（会423条２項）等）が明瞭かつ定型的

に適用されるべき必要性から、Ａ社の承認を否定する説（形式説）とに分かれてい

る（注８）。競業取引規制が会社の利益保護のためにあることを考慮するならば、実

質説を支持したいと思う。 
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３ 取締役が他社の事実上の主宰者である場合 

Ａ社の取締役Ｙが、Ｂ社の代表取締役でなくても、Ｂ社の事実上の主宰者であるな

らば、形式的にはＢ社の代表取締役ＸがＡ社との競合取引を第三者Ｃと行う場合で

あっても、実質的にはＹがＢ社の利益のために、Ａ社の事業の部類に属する取引をな

すものと解される。したがって、会社法356条１項１号の類推適用により、Ａ社の取

締役会の承認が必要とされる（東京地判昭和56・３・26判時1015号27頁、大阪高判平

成２・７・18判時1378号113頁）（注９）。 

四 利益相反取引 

１ 兼任取締役関係にある会社間の取引 

（１）Ａ社の代表取締役ＹがＢ社の代表取締役を兼任する場合 

１）Ａ社・Ｂ社間の取引においてＹが両社を代表する場合 

Ａ社・Ｂ社間の直接取引の場合、Ｙは意図的に一方の会社の利益をはかり、他社

の不利益をもたらそうと考えるかもしれない。したがって、この直接取引は利益相

反取引にあたり両社の取締役会の承認が必要である。ＹがＡ社を代表してＢ社の債

権者Ｃに対しＢ社の債務を保証する間接取引の場合にも、Ａ社の取締役会の承認が

必要である。Ｂ社の債務をＡ社が保証することにより、Ｂ社が利得し、Ａ社に不利

益が生ずるかもしれないからである。 

２）Ａ社・Ｂ社間の取引においてＹが両社を代表しない場合 

Ａ社・Ｂ社間の直接取引の場合で、両社においてＹでない他の代表取締役が両社

を代表する場合には、会社法356条１項２号は適用されず、特段の事情のない限り、

この直接取引に関する両社の取締役会の承認は不要である。ＹがＡ社を代表し、Ｂ

社はＹでない他の代表取締役Ｚが代表する場合は、Ａ社の取締役会の承認は不要で

あるが、Ｂ社の取締役会の承認は必要である。Ｂ社の平取締役としてのＹが、Ａ社

の代表取締役として、Ａ社に有利にＢ社に不利益をもたらす取引をなす懸念がある

からである。 

（２）Ａ社の平取締役ＹがＢ社の代表取締役を兼任する場合 

Ａ社がＢ社の債務に関し、債権者Ｃに対してこれを保証するなどの間接取引をなす

場合で、Ａ社の平取締役ＹがＢ社の代表取締役である場合には、当該取引に関しＹ

がＢ社を代表するか否かを問わず、ＹがＢ社の代表取締役である以上は、両社間に

は利益衝突の危険性があるため、Ａ社の取締役会の承認が必要と解されている（注10）。 

ＹがＡ社の平取締役とＢ社の代表取締役を兼任する場合で、Ｂ社がＣ社の全株式

を保有する場合、Ａ社・Ｃ社間の取引に関しては、実質的にＡ社・Ｂ社間に利益の
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衝突があるものと解される。しかし、この場合には、会社法356条の利益相反規制の

適用範囲の明確化の要請から、Ａ社の取締役会の承認は不要と解されている（注11）。 

２ 取締役が株式を有する他の会社との取引 

（１）Ａ社の平取締役ＹがＢ社の株式の過半数を保有する場合 

この場合、Ａ社の平取締役ＹとＢ社が経済的に一体化しているとはいえないまで

も、ＹがＢ社の支配を通じてＢ社の代表取締役Ｚに影響力を行使する危険がある。

したがって、Ｙ自身がＢ社を代表して行動する場合と実質的に同等と解し、Ａ社・

Ｂ社間の取引においては、これを直接取引としてＡ社の取締役会の承認が必要と解

する説と反対する説とに分かれている（注12）。Ａ社がＢ社の債務を保証・引受をな

す場合にも、これを間接取引として、Ａ社の取締役会の承認を必要と解する多数説

と不要説とに分かれている（注13）。 

（２）Ａ社の平取締役ＹがＢ社の過半数未満の株式を有する場合 

Ａ社の平取締役ＹがＢ社の株式の過半数は保有していなくても、Ｂ社を支配する

に十分な株式を有する場合には、実質的にＡ社とＢ社の利益が衝突する危険性を考

慮して、Ａ社の承認が必要とする解釈と利益相反規制の適用範囲の形式的明確性を

重視して不要とする解釈に分かれている（注14）。 

３ その他の場合 

（１）Ａ社の平取締役Ｙと密接な親族関係にあるＺ（配偶者その他の近親者等）が

Ｂ社の株式の過半数を保有する場合 

この場合には、Ａ社とＹとの間には実質的に利益の衝突が生ずる危険性もあるが、

利益相反規制の適用範囲の明確化の要請から、Ａ社の取締役会の承認は不要と解さ

れている（注15）。 

（２）取締役が事実上の主宰者である他社との取引 

Ａ社の平取締役Ｙが、Ｂ社の代表取締役ではないが事実上の主宰者である場合に

は、実質的にＡ社・Ｂ社間には利益の衝突の危険があるため、Ａ社の取締役会の承

認が必要である（大阪高判平成２・７・18判時1378号113頁）。 

（３）親会社・完全子会社の場合 

親会社の代表取締役Ｙが完全子会社の取締役を兼任している場合で、親子会社間

で直接取引が行われる場合、この取引で親会社が利益を得、子会社が損をしても、

子会社の損失は親会社の利益となり、両社間に実質的な利害相反関係はない。した

がって利益相反規制は及ばない（大阪地判昭和58・５・11判タ502号189頁）。ただし、

子会社が倒産に瀕している場合には、子会社の財産は子会社債権者の担保財産とな

るので、このような場合に子会社に親会社の資産を移転するような取引の場合には、

親会社の株主保護のため、親会社の取締役会の承認が必要と解されている（注16）。 
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親会社が完全子会社の債務を保証したり、完全子会社が親会社の債務を保証する

間接取引の場合には、親会社と完全子会社とは経済的に一体化していて、利益衝突

関係にはないので、取締役会の承認は不要である。 

五 会社による承認 

１ 競業取引の場合 

取締役が競業取引をなす場合には、会社法356条１項１号の「取引をしようとする

とき」という文言から、事前に会社の（株主総会または取締役会の）承認を得る必要

がある。それでは事後承認ではいかがであろうか。この承認がないまま競業取引行為

がなされても取引の効果は有効と解されているので、取引の効果との関係であえて事

後承認を求める必要はない。しかし事後承認がなされたとしても、取締役が具体的法

令違反を犯した事実はかわらず、取締役は具体的法令違反という任務懈怠に基づく損

害賠償責任（会423条１項）を負うことになり、損害額の推定規定（同２項）も働く。 

２ 直接取引・間接取引の場合 

取締役が、自己または第三者のために会社と直接取引あるいは間接取引を行う場合、

当該取引に関する重要事実を開示し、株主総会または取締役会の承認を得なければな

らない。この承認は必ずしも個々の取引につき逐一得る必要はなく、合理的な範囲内

である程度包括的に得れば良いと解されている。この承認も、会社法356条１項２号

３号の「取引をしようとするとき」という文言から、事前に得る必要がある。では、

事後承認は可能であろうか。学説中には、取締役があらかじめ会社と無断で取引をし

て既成事実を作っておいて、後に他の取締役に承認を求める弊害があるので、事後承

認を否定する立場もあるが、通説は事後承認を認めている。承認のない利益相反取引

は原則として無効であるが（相対的無効）、事後承認は無権代理の追認のように（民

116条）、無効の取引をはじめに遡って有効にすると解されている（東京高判昭和34・

３・30東高民事報10巻３号68頁）。 

（注１）森本 滋「取締役の善管注意義務と忠実義務」民商法雑誌81巻４号473頁

（1980年）、田中 亘・会社法第３版272頁（東大出版会、2021）等。 

（注２）星川長七・取締役忠実義務論14頁（成文堂、1972）、前田 庸・会社法入門

（第13版）438頁（有斐閣・2018）、龍田 節・前田雅弘・会社法大要（第３版）

101頁（有斐閣、2022）等。 

（注３）新版注釈会社法（６）237頁（本間）（有斐閣・1987）。 

（注４）８会社法コンメンタール81頁（北村）（商事法務、2009）。 



10 

（注５）小林総合法律事務所編『取締役・従業員の義務と責任』69頁（中央経済社、

2011）。 

（注６）畠田公明『企業グループの経営と取締役の法的責任』113頁（中央経済社、2019）

158頁。 

（注７）同上110頁。 

（注８）同上111頁。 

（注９）同条112頁。 

（注10）同上152頁。 

（注11）同上154頁 

（注12）同上。 

（注13）同上155頁 

（注14）同上。 

（注15）同上156頁。 

（注16）同上158頁。 

（いしやま たくま・大原大学院大学 会計研究科教授） 


